
締結の流れ

担当部局 要件：２部局間以上の交流実績、交流見込みがある
その他、学長が必要と認めた場合

１．教員間において、協定締結について相手方大学等と協議
２．担当教員から所属部局へ協定締結の意向を伝達
３．部局内調整

① 交流内容、協定内容等に関すること
② 担当教員、協定期間等、協定締結に必要な内容

４．部局間調整
① 担当部局（主担当部局）の決定
② 担当教員（主担当教員）の決定
③ その他、交流内容等、必要な事項について調整

５．書類の作成（国際交流ＨＰにテンプレート掲載中）
① 協定書文案（英語、その他言語）
② 様式１：国際交流協定の締結について
③ 様式２：大学間協定資料

６．調印方法の確認（調印式を行うか郵送等で対応か）
７．該当部局それぞれにおいて意志決定

（部局長、教授会、国際交流委員会、等）
８．国際戦略本部会議に資料を提出

国際戦略チーム ９．国際戦略本部会議において審議
１０．役員会において審議
１１．審議結果を担当部局に報告
１２．協定書の印刷
１３．調印（協定書に学長が署名）

主な調印方法は以下のとおり
①調印式 ②電子署名 ③郵送・メールによる調印済協定書の交換

１４．調印完了を担当部局に報告
１５．協定書（原本）を紙で保管、電子データをガルーンに掲載
１６．国際戦略本部会議において締結完了を報告

大学間協定の手続き

協定締結後

担当部局 １．協定校との交流活動を推進
２．国際戦略本部会議に年度毎の交流状況を報告

①締結期間終了６ヶ月前までに更新の可否を検討
②自動更新の協定は、毎年の活動状況等を考慮して検討

国際戦略チーム １．交流状況データの取りまとめ及び公開／広報
２．組織間交流活動対応（表敬訪問、グリーティングカード授受等）
３．年次報告（締結・更新・中止の状況等）

①国際戦略本部会議 ②教育研究評議会

中止の流れ

担当部局 １．国際戦略チームに中止の意向を伝える。

国際戦略チーム ２．交流状況を確認し、中止で全学的に支障がないかを確認。

担当部局 ３．協定書の条文に基づき、相手先大学に中止の意向を連絡
４．書類の作成（国際交流ＨＰにテンプレート掲載中）

①報告文書 ②協定締結終了合意書（必要な場合）
５．国際戦略本部会議に資料を提出

国際戦略チーム ６．国際戦略本部会議において審議
７．審議結果を担当部局に報告
８．協定締結終了合意書の印刷
９．主な調印方法は以下のとおり

①電子署名 ②郵送・メールによる調印済協定書の交換
１０．署名完了を担当部局に報告
１１．協定締結終了合意書（原本）を紙で保管

電子データをガルーンに掲載
１２．国際戦略本部会議において署名完了を報告
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締結の流れ

Ⅰ. 学長が署名する場合
大学間協定の手続きと同様。

Ⅱ. 部局長が署名する場合

担当部局 １．教員間において、協定締結について相手方大学等と協議
２．担当教員から所属部局へ協定締結の意向を伝達
３．部局内調整

① 交流内容、協定内容等に関すること
② 担当教員、協定期間等、協定締結に必要な内容

４．書類の作成（国際交流ＨＰにテンプレート掲載中）
① 協定書文案（英語、その他言語）
② 様式３：国際交流協定の締結について
③ 様式４：部局間協定資料

５．該当部局において意志決定
（部局長、教授会、国際交流委員会、等）

６．調印（協定書に部局長が署名）
７．国際戦略本部会議に資料を提出

国際戦略チーム ８．国際戦略本部会議において締結完了を報告

部局間協定の手続き

協定締結後

担当部局 １．協定校との交流活動を推進
２．国際戦略本部会議に年度毎の交流状況を報告

①締結期間終了６ヶ月前までに更新の可否を検討
②自動更新の協定は、毎年の活動状況等を考慮して検討

国際戦略チーム １．交流状況データの取りまとめ及び公開／広報
２．年次報告（締結・更新・中止の状況等）

①国際戦略本部会議
②教育研究評議会

中止の流れ

担当部局 １．国際戦略チームに中止の意向を伝える。

国際戦略チーム ２．交流状況を確認し、中止で全学的に支障がないかを確認。

担当部局 ３．協定書の条文に基づき、相手先大学に中止の意向を連絡
４．書類の作成（国際交流ＨＰにテンプレート掲載中）

①報告文書
②協定締結終了合意書（必要な場合）

５．該当部局それぞれにおいて意志決定
（教授会、国際交流委員会、等）

６．協定締結終了合意書が必要な場合、両大学の署名手続き
７．国際戦略本部会議に資料を提出

国際戦略チーム ８．国際戦略本部会議において中止を報告
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